
１．判定制度の概要

２．講習会の概要

(１)日 時 令和5年11月22日（水） 13:30～16:10

(２)場 所 石川県庁 行政庁舎14階 1407会議室（金沢市鞍月1丁目1番地）

(３)定 員 30名 ※ 受付順。定員を超えた場合は次回の受講となりますのでご了承下さい。

※ 受講票の発行は致しませんので当日直接会場にお越し下さい。

(４)講習内容 被災宅地危険度判定制度及び判定技術について　他

(５)受講対象者 次のいずれかに該当し、石川県被災宅地危険度判定士に登録いただける方
※ ①、② について、詳細は裏面をご確認下さい。

① 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第22条各号に該当する者又は
都市計画法施行規則第19条第1項第1号イ～チに該当する者

② 国又は地方公共団体の職員で土木・建築・宅地開発に関する技術に
関して3年以上の実務経験を有する者

(６)主 催 石川県

(７)受 講 料 無料

(８)申込方法 石川県電子申請システムにより申込みいただけます。
（以下の二次元コードからアクセスできます。）

（https://apply.e-tumo.jp/pref-ishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2306）

申込期間 令和5年10月10日（火）～11月7日（火）

  石川県電子申請システムによる申込みが困難な場合は、当課ホームページより

  ダウンロードした提出書類に、必要事項を記載し、申込期間内に

  石川県土木部建築住宅課まちづくりグループ宛に郵送又は持参でご提出ください。

（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/shisaku/takuchi_kousyur4.html）

(９)そ の 他 講習会後、受講修了証及び判定士登録証を交付します。
ＣＰＤ単位（２単位）が付与されます。

（お問合せ先）　石川県土木部建築住宅課　まちづくりグループ
TEL:076-225-1778

令和5年度 石川県被災宅地危険度判定士講習会のご案内

※ 趣旨をご理解いただき、多くの方の受講･登録をお願いします。

　大規模な地震や大雨等により、宅地（住宅・建築物の敷地等）が被災した際に、「石川県
被災宅地危険度判定士」による現地調査の実施や調査判定結果の表示を通じて、宅地所有者
等へ危険を知らせ二次災害の軽減・防止を図るための制度です。



該当する資格要件　該当するものの指定された証明書を添付する。

注）この面で「盛土規制法令」とあるのは宅地造成及び特定盛土等規制法施行令を、「宅造告示」とあるのは昭和３７年３月２９日付け
  建設省告示第１００５号を、「都計規則」とあるのは都市計画法施行規則を、「都計告示３８」とあるのは昭和４５年１月１２日付け
  建設省告示第３８号を、「都計告示３９」とあるのは昭和４５年１月１２日付け建設省告示第３９号を表す。


